
日本には「健康増進法」という法律があります。「国民は生涯にわたって健康の増進に努めなけれ

ばならない」という条文を掲げて２００２年にできました。生活習慣を改善し、発病を予防する事に重点

を置いているので、タバコについても触れられていましたが、「受動喫煙をなくすよう努めなければなら

ない」とした努力義務でしかありませんでした。しかし、その法律が改正される事が昨年決定し、「屋内

原則禁煙」となり違反者には罰則が課せられるようになりました。下図は、これを広報するために厚生

労働省が作成したＨＰの画像です。 

 

なくそう！望まない受動喫。  マナーからルールへ 

マナーを守ってタバコを吸う時代から、ルールを守ってタバコを吸わない時代へ入りました。 
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厚生労働省「なくそう！望まない受動喫煙」サイトから 


